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夕暮れ時以降の

交通事故防止国園
運亜D

飲酒運転の撲滅
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飲酒運転はしない・させない・ い、そして見逃さない!

自転車・特定小型原動機付

自転車利用時のヘルメット着用と

交通ルール遵守の徹底
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令和6年「年末の交通安全運動」

鰺横断する時は、止まつて、見て、合図を出して、車が確実に停止するのを待つて、渡りましょう。

け横断歩道に歩行者がいる時は、一時停止して横断者を優先させましょう。

や運転者は、早めのライト点灯とハイビームの効果的な活用に努め、歩行者は明るい服装や反

射材用品を着用しましょう。

瘍自転車や特定小型原動機付

自転車の利用者はヘルメット

を着用しましょう。

り自転車保険に加入しましょう。

け「自転車安全利用五則」を守り

ましょう。
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瘍飲酒運転は、犯罪です。

「しない、させない、絶対に許さない、そして見逃さない」

聰二日酔い運転も危険運転です。運転前にアルコールが

残つていないか確認しましょう。
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福岡市では、「みんなで撲滅飲酒運転」をテーマとする黄

色のポスターの掲示を進めており、ポスターの掲示に協

力していただける地域や企業、団体の皆様を募集してい

ます。掲示いただくポスターは、福岡市から提供します。

運転前にアルコールチェック

▲ご協力いただける方は、上記までご連絡ください。

①車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

②交差点では信号と一時停止を

守つて、安全確認

○夜間はライトを点灯

④飲酒運転は禁止

0ヘルメットを着用
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自転車安全利用五則

福岡市市民局防犯・交通安全課

TEL.092口711・4061

夕暮れ時以降の交通事故防止
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横断歩道のマナ■アツプ運動の推進
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自転車 1特定小型原動機付自転車利用時の
ヘルメツト着用と交通ル■ル遵守の徹底

纂
∪ ⑧

ヽ

・

飲酒運転の撲滅
:|:雪[

妻葬

みんなで撲滅整漂

ポスタ■の指示にご協力ください !


